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                        「全養協通信」は、全国の会員施設にお送りしています 

  
 

 

１．決算書類等のインターネットによる公表を義務化 
～厚労省が社会福祉法人の認可に係る通知を改正～ 

 

厚労省は、平成２６年５月２９日付雇用均等・児童家庭局長他２局長連名による「「社会福祉法人の認可

について」の一部改正について」を発出し、①「現況報告書」を統一様式とし、エクセル等の電子ファイル

で所轄庁へ提出を求めること、②貸借対照表および収支計算書も同様に、電子ファイルで所轄庁へ提出

を求めること、③「現況報告書」、貸借対照表および収支計算書は、各法人がインターネット上で公表する

こと、（以上、一部経過措置あり）等を通知しました。施行は本年４月１日とし、平成２５年度決算から適用す

ることとしています。（全文は、追って本会ホームページへ掲載予定です） 

改正の趣旨として、税制優遇等の公的助成を受けている社会福祉法人は、国民に対して経営状態を

積極的に公表し、透明性を確保することが責務である、との考え方が示されています。 

以下、通知改正のポイント、公表が求められる情報の範囲等について、お知らせします。 

 

（１）通知改正のポイント 
 

〔趣旨〕 

○社会福祉法人は、税制優遇等の公的助成を受けており、国民に対し経営状態を積極的に公表し、

その透明性を確保することは責務。 
 

〔主な改正内容〕 

１．「現況報告書」の様式・提出方法の改正 

（１）従来、様式例として定めていた「現況報告書」を、統一の報告様式とする。 

現況報告書項目概要 

Ⅰ 基本情報＝法人名、所在地、代表者名等 

Ⅱ 事業＝社会福祉事業、公益事業、収益事業等 
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Ⅲ 組織＝理事・監事・評議員の資格や報酬等、施設長名、職員人数、理事会・評議員会・監査

会の開催状況 

Ⅳ 資産管理＝財産の状況 

Ⅴ その他＝情報公開・外部監査・第三者評価の状況 

法人の経営状況（総括表） 

１．法人単位の資金収支の状況 （※新会計基準適用法人のみ記載） 

２．法人単位の事業収支の状況 （※新会計基準適用法人のみ記載） 

３．法人単位の資産等の状況 （※新会計基準適用法人のみ記載） 

４．積立金の状況 

５．関連当事者との取引の状況 

６．地域の福祉ニーズへの対応 

 

（２）「現況報告書」は、エクセル形式による電子ファイルで、所轄庁へ提出を求める。 

 

（３）貸借対照表および収支計算書も、エクセル形式による電子ファイルで、所轄庁へ提出を求める。

ただし、Ｈ２５決算分に限り、次の取扱いとする。 

①新会計基準に移行済で、電子ファイル（エクセル形式）での提出が可能な会計システムを使用す

る法人は、電子ファイル（エクセル形式）で提出。 

②新会計基準に移行済で、電子ファイル（エクセル形式）での提出ができない会計システムを使用

する法人は、電子ファイル（ＰＤＦ形式）又は書面での提出を認める。 

③新会計基準に移行していない法人は、各法人が適用する会計基準による貸借対照表および収

支計算書を、電子ファイル（ＰＤＦ形式）又は書面で提出することを認める。 

※Ｈ２６年度決算以降は、全ての法人が①による取扱いとなる。 
 

２．「現況報告書」の公表 

（１）「現況報告書」は、所定の様式により、エクセルまたはＰＤＦ形式の電子ファイルにて、インターネッ

ト上で公表することを義務付ける。 

  ※現況報告の記載事項には、代表者の年齢や住所等の個人情報、母子生活支援施設や婦人保

護施設等の施設所在地が含まれているため、公表にあたっては、個人・利用者の安全に支障を

きたす恐れのある事項を除くなどの対応を行うこと。（注：平成２３年９月１日付で児童福祉法施行

規則の一部改正が行われ母子生活支援施設等の位置情報提供について見直しが行われてい

る。） 

 

（２）貸借対照表および収支計算書は、上記１．（３）①に該当する法人は、エクセル又はＰＤＦ形式の、

上記１．（３）②③に該当する法人は、ＰＤＦ形式の電子ファイルにて、インターネット上で公表する

ことを義務付ける。 

 

 （３）ホームページが存在しないことにより公表が困難な法人は、所轄庁がそのホームページに当該法

人の現況報告書等を公表する。 
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（２）添付書類と公表が求められる書類 

 現況報告書添付書類（様式） 公表が求められる書類 

新会計基準移行

法人 

・資金収支計算書 （第１号の１） 

・資金収支内訳表 （第１号の２） 

・事業区分資金収支内訳表 （第１号の３） 

・拠点区分資金収支計算書 （第１号の４） 

・事業活動計算書 （第２号の１） 

・事業活動内訳表 （第２号の２） 

・事業区分事業活動内訳表 （第２号の３） 

・拠点区分事業活動計算書 （第２号の４） 

・貸借対照表 （第３号の１） 

・貸借対照表内訳表 （第３号の２） 

・事業区分貸借対照表内訳表 （第３号の３） 

・拠点区分貸借対照表 （第３号の４） 

・資金収支計算書 （第１号の１） 

・資金収支内訳表 （第１号の２） 

 

 

・事業活動計算書 （第２号の１） 

・事業活動内訳表 （第２号の２） 

 

 

・貸借対照表 （第３号の１） 

・貸借対照表内訳表 （第３号の２） 

 

旧会計基準法人 上記の新会計基準様式に相当する書類 上記の新会計基準様式に相当する書類 

 

（３）社会福祉法人新会計基準における各様式の情報の範囲 

様式 書類名 情報範囲 勘定科目 

第１号の１ 

第２号の１ 

資金収支計算書 

事業活動計算書 

法人全体 大区分のみを記載 

第３号の１ 貸借対照表 中区分まで記載 

第１号の２ 

第２号の２ 

資金収支内訳表 

事業活動内訳表 

法人全体（社会福祉事業、公益事

業、収益事業別） 

大区分のみを記載 

第３号の２ 貸借対照表内訳表 中区分まで記載 

第１号の３ 

第２号の３ 

事業区分資金収支内訳表 

事業区分事業活動内訳表 

拠点区分別 大区分のみを記載 

第３号の３ 事業区分貸借対照表内訳表 中区分まで記載 

第１号の４ 

第２号の４ 

拠点区分資金収支内訳表 

事業区分事業活動内訳表 

１つの拠点を表示 小区分まで記載 

第３号の４ 拠点区分貸借対照表 中区分まで記載 

 

 

２．第三者評価受審率は４９.８％ 
～厚労省が社会的養護施設の第三者評価受審状況を調査～ 

 

平成２４年度より３年に１度の受審が義務づけられた第三者評価制度について、平成２４、２５年度の２ヵ

年で受審を終えた児童養護施設は２９６施設、全体の４９.８％となっています（厚労省調べ）。残り半数の施

設については、今年度中の受審が求められます。お早めに各地の評価機関へ連絡をとるなど、今年度中

の受審のためのお手続きをお願いします。 

 

 児童養護 乳児院 情短 児童自立 母子 

Ｈ２４・２５に受審を終

えた施設の割合 ４９.８％ ５０.０％ ５２.６％ ３４.５％ ４０.９％ 
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２．アトム基金へ寄付金をいただきました 
～アトム基金助成事業により退所児童の就学を支援～ 

 

本会では、児童養護施設退所児童の就学を支援するため、平成２１年度より「アトム基金進級応援助成

事業」を毎年実施しています。これは、高等学校卒業後に大学等へ進学した児童が、２年次目以上に進

級した際に助成を行うものです。 

この助成事業は、㈱手塚プロダクションおよび

㈱セディナより、平成１６年度から継続的にいただ

いている寄付金（アトム基金）を元に実施していま

すが、今年度も両社から約３５０万円のご寄付をい

ただきました。 

これで、両社からの寄付金の累計額は３,０００

万円を超え、同助成事業により助成を受けた児童

も約４００名（Ｈ２１～Ｈ２５実績）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．全社協・全養協からのお知らせ 

 

（１）「永年勤続職員表彰」の募集について 
 

児童養護施設に２０年以上勤務している職員に対し、本会会長による感謝（感謝状と記念品の贈

呈）を行います。各施設長におかれましては、該当する職員について、所定の様式によりご報告くださ

いますようお願いします。 

ご案内の文書を、別途お送りしております（６月５日付）ので、ご確認ください。 

 

〔贈呈式で目録をいただく平井副会長（中央）〕 

◆アトム基金◆ 
 

㈱手塚プロダクションと㈱セディナが提携し、「鉄腕アトム」誕生のメモリアル

カードとして、平成15年4月に「アトムカード」（提携ブランド：MasterCard）が

誕生しました。この「アトムカード」には、“子どもたちの夢を形にする”、“子ども 

たちの未来づくりに何らかの役に立ちたい”という手塚治虫氏の想いが込められており、社会貢献のため

に、カード利用額の0.3％が寄付されるという仕組みが取入れられています。両社の代表者で構成される

「アトムカード委員会」で寄付先が協議され、一部を全養協にご寄付いただいています。 
 

㈱手塚プロダクションＨＰ http://tezukaosamu.net/jp/index.html 

㈱セディナ（アトムカード）ＨＰ http://www.cedyna.co.jp/card/lineup/detail/atom/ 
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（２）「児童文化奨励絵画展」作品の募集   
 

「第３４回児童文化奨励絵画展」の作品を募集します。入選作品については、１０月に京都で行われ

る第６８回全養研協（京都大会）にて、発表・展示を行います。 

ご案内の文書を、別途お送りしております（６月５日付）ので、ご確認ください。 

 

（３）「松島賞」対象研究の募集  
 

「第３７回児童養護施設職員研究奨励賞（松島賞）」の対象となる研究を募集します。松島賞は、児

童養護施設職員による優れた実践研究を称えるもので、受賞者・団体には副賞として１０万円が授与

されます。 

ご案内の文書を、別途お送りしております（６月５日付）ので、ご確認ください。 

 

（４）研修会等のご案内  
 

名称 開催日 会場 

第６８回全国児童養護施設長研究協

議会 

１０/２８～３０ ＡＮＡクラウンプラザホテル京都他 

全国児童養護施設中堅職員研修会 Ｈ２７．１/１３～１５ 全社協 

 

社会的養護を担う児童福祉施設長研

修会 

(西日本) ９/４～５ 

(東日本) １２/４～５ 

大阪ガーデンパレス 

全社協 

ファミリーソーシャルワーク研修会 Ｈ２７．２/１２～１３ ＴＯＣ有明 

 

 

（５）新規開設施設の情報をお知らせください 
 

新規開設した施設（予定含む）の情報がございましたら、都道府県協議員を通じ、事務局までお知

らせください。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 


